
運動の重点
▷子どもを始めとする歩行者の安全と自転車の安全利用の確保

横断歩道を横断しようとしている歩行者や横断中の歩行者がいる場合は、
その横断歩道の手前で一時停止して歩行者の横断を妨げてはいけません。
自転車利用者は日頃から自転車の整備点検を行い、事故に備えて保険に加
入しましょう。

▷高齢者等の安全運転の励行
加齢に伴う身体機能の変化（認知機能の低下・反射神経の鈍化）が運転に影響を及ぼします。衝突被害軽減ブレ

ーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置の搭載を検討するなど、安全運転に心掛けましょう。

▷夕暮れ時と夜間における交通事故防止
12月は１年のうちで人身事故が最も多い月です。特に

午後４時～午後８時は「魔の時間帯」といわれています。
歩行者・自転車利用者は、反射材を身に着け、自動車運転
者は早めのライト点灯とハイビームを心掛けましょう。

▷飲酒運転などの危険運転の防止
飲んだら運転しない
　運転手には飲ませない
　　飲んだ人には運転させない

　生活環境課（内線172）

「無事故で年末　笑顔で年始」
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12月11日（金）～20日（日）
　　年末の交通安全県民運動

反射材用品の種類

ヘルメット用
クリップ型

アームバンド型

手さげ袋型

ウエスト
ポーチ型

フレーム用

かご用

スポーク用

ペダル用 バルブ用 靴用シール型

シール型

ペンダント型

タスキ型
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